
要介護・要支援認定における代行申請の際の注意点について 

１．「今後の認定通知等（注）の送付先」の記入について 

「今後の認定通知等（注）の送付先」欄に☑がされていないことが非常に多いです。必ず以下のい

ずれかに☑を入れていただきますようお願いします。☑がされていない場合、確認のために名古屋市

介護認定事務センターより連絡させていただくこととなります。 

・変更なし        ・・・現在、認定通知等の送付先として登録されている送付先住所

・住所    ・・・住民登録のある住所 

・住所と異なる現在地  ・・・住民登録のある住所とは異なる現在地（施設や家族の住所等） 

・申請者（提出代行者）住所・・・介護施設や居宅介護支援事業所（提出代行者）の住所 

※前回の申請時から居宅介護支援事業所や施設を変更している場合、以前に契約していた居宅介護支援

事業所や施設が送付先として登録されたままの場合がありますので、「変更なし」以外に☑を入れるよ

うにしてください。 

※※「要介護認定等の資料提供に係る申出書」での認定調査・主治医意見書の送付先はこの送付先の登

録情報とは関係なく、簡易情報提供申出書で指定された場所に送付させていただきますので認定通

知と違う場所に送付を希望する場合には返信用封筒を同封していただきますようお願いします。 

２．本人同意欄の確認について 

 申請の代行を行う際には被保険者本人に同意内容と同意の有無について必ず確認をしていただき、

同意する場合は被保険者本人の署名又は記名押印をお願いします。特に主治医への認定結果の提示に

ついては個人情報保護の観点から、必ず確認をしていただきますようお願いします。 
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